
第２号様式 

条件付一般競争入札説明書等に関する回答書 

 

                            令和７年１２月２６日 

 

                         福島県総務部財産管理課長 

 

案件名 自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け 

質  問  事  項 

【質問１】 

物件番号２９・３２について 

 令和６年の売上実績の記載が正しいのでしょうか？ 

  逆の間違いではないでしょうか？ 

【質問２】 

物件番号４５・４９について 

 「福島県グローバル人材育成基金」のデザインとするとあるが 

 https://kjf.or.jp/tobitate.html に掲載されているデザインなのか？それ

とも別の福島県のオリジナルデザインなのか？ 

  また１２その他に福島県グローバル人材育成基金」のデザインのラッピング等

を施した自動販売機とあるが、等というのは何を指すのでしょうか？例えばフ

ルラッピング（https://kjf.or.jp/tobitate.html）に掲載されているような

物とステッカーやポスター掲示のみでは自販機にかかる施工費用が大幅に違い

ますので明示していただきたい。 

【質問３】 

物件番号２９～３２について 

  寄付の文言があるが寄付先はどちらでしょうか？ 

【質問４】 

物件番号１３・１５・１６について 

 現状は多少安価になっておりますが通常販売価格で問題ないのでしょうか？ 

回  答  事  項 

【回答１】 

物件番号２９及び３２について、入札公告の「別紙２ 貸付場所に関する参考デー

タ（施設の概要）一覧表」の「令和６年度の売上実績」に誤りはありません。 

【回答２】 

福島県オリジナルのデザインです。ラッピング等については、ステッカーやポ 

スター掲示ではなく、https://kjf.or.jp/tobitate.htmlに掲載されているよう 

なフルラッピングです。 

【回答３】 

寄付先は、落札後に落札業者と財産管理者で協議のうえ決定となります。 

【回答４】 

物件番号１３、１４、１５、１６の仕様書について、令和７年１２月２５日付け

で以下のとおり公告を訂正しました。 

仕様書の「４ 販売品目等」の「（2）価格」 

訂正後：希望小売価格より３０円以上安い金額とする。 

訂正前：希望小売価格より高い価格で販売しないこと。 

 


